
令和８年度香川県気候変動対応支援事業のご案内
夏季の高温により、県内の園芸作物の生産に影響が出ている状況を踏まえ、遮光・遮熱、換

気、冷却、かん水等による対策に取り組む農業者が、必要な資材を導入するための経費の一部
を支援します。

１ 事業内容

【対象品目】野菜、果樹、花き

【対象者（事業実施主体）】 認定農業者、認定新規就農者、農地所有適格法人、
営農集団（農産物販売金額50万円以上の農業者３戸以上）

【補助対象資材】 裏面参照

【補助対象経費】 補助対象資材の購入費（消費税及び地方消費税を除く）
※令和８年４月７日以降、12月31日までの導入（納品）が対象

【補助率等】 １受益者当たり補助対象経費20万円以上（消費税及び地方消費税を除く）
 補助対象経費の２分の１以内（認定農業者等：補助金額100万円上限、
 農業者の組織する団体の１受益者当たりの補助金額：60万円上限。）

２ スケジュール

夏季の高温対策に取り組む農業者の皆様へ

３ お申込み・お問い合わせ先

令和8年5月上旬～末採択申請書に必要な書類を添えて県に申請
（農業改良普及センター経由）

6月中旬頃

7月上旬頃

〔採択又は不採択通知〕
採択通知後、交付申請及び発注・購入

〔交付決定通知〕

資材設置、対策実施
支払完了後に実績報告書提出

採択通知以降
（12月31日まで）

〔額の確定通知〕、請求書提出、〔補助金交付〕
随時

【申込み先】 所管する農業改良普及センターに提出してください。
【問合せ先TEL】 香川県農業生産流通課 野菜グループ（総括）：087-832-3422

東讃農業改良普及センター ：0879-42-0190
小豆 〃  ：0879-75-0145
中讃 〃  ：0877-62-1022
西讃 〃  ：0875-62-3075



補助対象資材（対象とする資材の条件を満たすもの）

品目等 目的 資材

施設園芸全般 遮光・遮熱 遮光資材（ネット等、ハウス内の設置を含む）
遮光資材開閉装置
赤外線反射フィルム

換気 谷・サイド等巻き上げセット
妻面換気窓
換気扇、循環扇

冷却 ミスト発生装置

地温抑制 断熱性不織布（ポリエチレン製のものなど）

育苗ハウスのかん水 スプリンクラー
底面給水設備

苗の冷却 スリット入り育苗トレイ

露地野菜 かん水 かん水チューブ、フィルター、ポンプ（配管に必要
な資材含む）

地温抑制 断熱性不織布（ポリエチレン製のものなど）

露地果樹、
雨よけ・棚果樹

園地の遮光 遮光資材（遮光ネット等）

モモ、ブドウ 受光態勢の改善 反射シート

カンキツ、ナシ 日焼け防止 果実袋（ポリエステル製のものなど）

【申請期間】
令和８年５月29日まで

【対象とする資材の条件】
(1) 直接的な高温対策となり、3年以上繰り返し又は連続して使用できる資材が対象です。
(2) 単価50万円以上（消費税及び地方消費税を含まない）の機械・装置は対象外です。

また、資材導入に係る施工費も対象外です。

【留意事項】
(1)申請多数により予算が上限に達した場合は、事業実施計画書に基づき審査を行い、交付
対象者を決定します。（予算額：1,800万円）

(2)資材導入効果について県から調査を依頼することがあります。
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